












【図表５】財務諸表監査のスケジュール感（３月決算の場合・継続監査（≠初年度監査））

７月初旬 ９月末 12月末 ３月末 ６月末

に基づき 　　　　　に基づき

あたりに実施）

あたりに実施）

前年度の監査

次年度監査契約

更新手続

期中監査

期末監査

①－１ 企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み、内部統制システムを理解 ⇒これにより財務諸表における重要な虚偽表示リスクを識別・評価（監査報告時まで継続して実施）

①－２ 監査の基本的な方針（最初の方に計画）

（例）重要性の基準値

①－３ 詳細な監査計画

影響 影響 影響 影響 影響

影響
① 監査計画

①－４

リスク評価手続の計画
①－５

リスク対応手続の計画

②－１ リスク評価手続の実施（イメージとしては概ね監査の前半あたりに実施、ただし実際は監査報告時まで継続して実施 ∵ 新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

②－２ リスク対応手続の実施（監査報告時まで継続して実施 ∵新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

この時点ではCR、

RMM暫定的評価

CR、RMMの

確定評価

内部統制システムに依拠する/できるプロセス

（例）購買プロセスなど、

経常的・定型的・単純な業務

内部統制システムに依拠しない/できないプロセス

（例）見積りプロセスなど、

非経常的・非定型的･

例外的プロセス

②－２－１ 運用評価手続→CRを最終評価（RMMを確定）→DRを決定

反映

②－２－２ 実証手続（実証手続の種類・時期・範囲は運用評価手続の結果最終評価したRMMの評価結果を受けてDRを決定したあと調整）

②－２－３ 実証手続（DRは低くしなければならない→より強い心証が得られる実証手続を実施）

③

監
査
報
告
（監
査
報
告
書
発
行
）

定時株主総会

有報提出

（種類・時期・範囲に）影響

②’ 監査証拠

年間を通じての

反復的・継続的プロセス

トレード・オフ・影響しあう関係

② 監査手続

後発事象の

検討範囲

事後判明事実' 事後判明事実''

監
査
調
書
・
監
査
フ
ァ
イ
ル
の
最
終
的
な
完
了
期
限

監査報告から60日程度を

超えない期限内

いかなる監査手続も実施する必要はない

③
’
監
査
の
最
終
段
階
に
お
け
る
分
析
的
手
続
（
リ
ス
ク
評
価
手
続
を
最
後
に
実
施
し
て
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
）→

審
査

反映

リスク対応手続の結果、リスク評価を見直しする場合

影響

具体的には

※ ②－１は実際は①－１と同じ（②－１＝①－１）



【図表６】グループ監査（連結監査）　全体像

監基報23,29,30、

その他監査調書の査閲

（監基報29（3）,41（2））も

含む。

監査の局面

（１）監査計画

（２）監査手続

①リスク評価手続

②リスク対応手続

②－２ 実証手続

②－１（内部統制の）運用評価手続

①－１内部統制システム、適用される財務報

告の枠組みを含む、企業及び企業環境の理解

①－２（内部統制の理解を含む）整備評価手続

①監査の基本的な方針

②詳細な監査計画

（３）意見形成

監査報告書

（アウトプット）

監査証拠

意見表明の基礎

（親会社）個別 連結特有

以下を決定（監基報20）

□ グループ財務諸表全体としての重要性の基準値

□ 構成単位の重要性の基準値

□ グループ財務諸表にとって明らかに僅少とみなせない虚偽表示の金額

主に、以下を策定

□ 個別上の重要性の基準値

□ 個別上の手続実施上の重要性の基準値

□ 個別上の明らかに僅少とみなせない虚偽表示の金額

内部統制システム、適用される財務報告の枠組みを含む、

企業及び企業環境を理解

以下を理解

□ グループ全体統制を含む、グループ全体、構成単位及びこれらの環境（監基報11,17,31）

□ 構成単位の監査人（の監査の品質管理の状況）（監基報18）

□ 構成単位の監査人の作業に関与することができるか（監基報18）

□ グループ全体統制及び連結プロセス（監基報31）

（アウトプット）重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）

（アウトプット）重要な虚偽表示リスクの識別・確定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）

内部統制を理解し、整備評価手続を実施 グループ全体統制及び連結プロセスの整備評価手続の実施

（アウトプット）個別上の重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）
（アウトプット）連結上の重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（各構成単位の、あるいは、連結プロセス上の特別な検討を必要とするリスク含む。）

依拠する予定の内部統制について、運用評価手続を実施

以下を決定

□ 重要な構成単位（監基報8（13）①②、A5、A6）

□ 重要な構成単位について、構成単位の（他の）監査人に作業を依頼するかどうか

実施するリスク評価手続とリスク対応手続を計画

以下を決定

□ 重要な構成単位について実施する作業の種類（監基報25,26）

→（１）監査、（２）一つ又は複数の特定の勘定残高等の監査、（３）特定の監査手続 のいずれか

□ 構成単位の監査人に作業を依頼する場合には、関与の内容、時期及び範囲（監基報23）

依拠する場合、グループ全体統制及び連結プロセスの運用評価手続を実施（監基報24,31,32）

あるいは、構成単位の監査人に依頼する場合、実施を依頼（監基報24,39）

①監査証拠の評価

②監査の最終段階における、分析的手続

③審査

（アウトプット）個別上の重要な虚偽表示リスクの識別・確定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）
（アウトプット）連結上の重要な虚偽表示リスクの識別。確定評価

（各構成単位の、あるいは、連結プロセス上の特別な検討を必要とするリスク含む。）

監査計画で計画した実証手続を実施

入手した監査証拠が十分かつ適切かを評価

企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合するか

グループ監査チームが実施、

あるいは、構成単位の監査人に依頼する場合、実施すべき作業の内容を決定の上依頼（監基報23,39）

入手した監査証拠が十分かつ適切かを評価、

構成単位の監査人が実施した作業から十分かつ適切な監査証拠が入手されたかを評価（監基報43）

監査チームの重要な判断、監査意見に問題がないかどうか

グ
ル
ー
プ
監
査
責
任
者
及
び
グ
ル
ー
プ
監
査
チ
ー
ム

重
要
な
構
成
単
位
の
（他
の
）監
査
人

←コミュニケーション→

依頼（監基報39,39-2）

報告（監基報40）

評価（監基報41,43）

関与

協議・討議

伝達（監基報39,39-2）

依頼するためには、構成

単位の監査人の独立性、

能力等に問題なく、監督

機関により監督され、品

質管理の状況が適切で

あることを確かめる必要

がある（監基報18）

入手できていない場

合には、テキスト146

頁（3）の続きのとおり

（監基報28後段参

照）



【図表６】グループ監査（連結監査）　基礎的概念

●グループ監査の全体イメージ図＆グループ全体統制と連結プロセスのイメージ

グループ全体統制

連結財務諸表

支える 虚偽表示を防止,発見,是正 支える

グループ全体統制

分解

連結プロセス

Ｐ社

個別財務諸表

（財務的重要性）

Ｑ社

個別財務諸表

Ｒ社

個別財務諸表
その他

個別財務諸表

グループ財務諸表

個別修正 連結修正

重要な構成単位

特検リスク

重要な構成単位

グループ監査チーム

監査

作業依頼,伝達,関与,協議,評価

報告

構成単位の監査

作業

グループ監査チーム

グループ・レベルでの

分析的手続等 リスク対応手続

グループ監査チーム

整備評価手続

運用評価手続※

資本連結、取引高/債権債

務消去、未実現利益調整等

決算日差異の期間中の重

要な取引の調整、会計方針

の統一による会計処理の

修正などグループ・レベルでの

分析的手続等

構成単位の監査人がグループ全

体統制の運用評価を実施するこ

ともある（理解及び整備評価手続

は必ずグループ監査チームが実

施）


